
 教 職 第 ２ － ２ 号 

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  

 

 各市町村立小・中・義務教育・特別支援学校長 様 

 

 

埼玉県教育局教育総務部教職員課長 

（公印省略） 

 

令和７年度市町村立小中学校等給与事務等に係る学校訪問について（通知） 

 

 日頃から、給与等支給事務について格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、給与事務の適正な執行の一助とするため、下記のとおり令和７年度市町村立小

中学校等給与事務等に係る学校訪問を実施しますのでお知らせいたします。 

記 

１ 訪問趣旨及び訪問方法等について 

  別添「市町村立小中学校等給与事務等に係る学校訪問実施要項」による。 

 

２ 今後の予定について 

  １により訪問校を決定し、後日、対象校に対しては日程、会場等について、各学校

長宛てに通知します。 

  なお、実施方法については「個別訪問」と「集合形式」の２種類があります。詳細

は実施要項４（１）及び別添「集合形式による学校訪問の実施の流れ等について」を

参照ください。 

 「個別訪問」「集合形式」の区分については、市町村教育委員会の意向を踏まえて

決定します。「集合形式」により実施する場合には、後日、市町村教育委員会を通じ、

実施日及び会場使用に係る調査を実施いたしますので、あらかじめ御承知おき願いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当： 県費事務担当 大栗 

           濵中 

電 話： ０４８－８２５－００１０ 

ＦＡＸ： ０４８－８２５－００１３ 

Ｅｍａｉｌ： a6660-09@pref.saitama.lg.jp 



別添 

集合形式による学校訪問の実施の流れ等について 

 集合形式により学校訪問を実施する場合には、複数の学校の書類を一つの会場（訪問対象校の

うちの一校を想定）へ持参いただき、教職員課の職員が複数校の書類を同時に確認します。並行

して、事務職員に対し、給与実務に係る研修を実施します。（ただし、新規採用事務職員等の配置

校については、原則、従来どおり個別訪問形式での実施とします）。 

１ 当日の流れ 

⑴ １日を午前、午後に分け、各コマにつき４～８校程度の書類を同時に確認（教職員課職員） 

 ・ 出席は原則事務職員のみとする。校長については後述⑷を参照のこと 

 ・ 持参する書類は、事務職員の負担軽減の観点から、原則、通勤手当、住居手当、扶養手

当、児童手当、勤務実績に係る手当（教育業務連絡指導手当・時間外勤務手当・教員特殊

業務手当）に係る書類及び給与支払簿のみとする 

・ １コマあたり２～３時間程度 

・ 令和５年度以降、集合形式により学校訪問を実施する場合は、原則共同実施のグループ

単位で実施するものとする 

 

⑵ 事務職員は給与等に係る研修に参加（書類確認を行う職員とは別の職員が講義を担当） 

⑶ 事務職員は書類確認結果についての報告書を教職員課職員より受領 

⑷ 校長は、後日事務職員より書類確認の結果を報告書にて確認するとともに、動画視聴等で、

給与事務に係る講義を受講する（２０～３０分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 年間計画 

 年間の訪問対象校を以下のとおり分類し、原則として、Ａ⇒Ｂ⇒Ｃの順で訪問を実施します。 

  Ａ：新規採用事務職員及び新規採用臨時的任用職員等配置校 

  Ｂ：集合形式での実施が可能な学校 

  Ｃ：Ａ、Ｂ以外の学校（集合形式での実施ができない市町村が所管する学校等） 

【参考】訪問日当日の流れ（集合形式） 

事務職員 教職員課職員 

給与実務に係る研修を受講 

（１時間半～２時間半程度） 

※教職員課の書類確認と並行 

給与関係書類の確認 

（４～８校程度の書類を確認） 

※事務職員の研修と並行 

・書類確認結果に係る報告書受け渡し 

・給与事務等に係る相談会 

 （１０～２０分程度） 

同時 

並行 



 

 

令和７年４月１日 

 

市町村立小中学校等給与事務等に係る学校訪問実施要項 

 

埼玉県教育局教育総務部教職員課 

 

１ 趣旨 

 市町村立小・中・義務教育・特別支援学校を訪問することにより、県費支弁教職員の給与等支給

事務の現状と課題を把握し、解決に向けて必要な助言、情報交換等を行い、給与等支給事務の適

正な執行を図る。 

 

２ 目的 

⑴ 諸手当に係る事務処理への支援 

⑵ 給与事務の現状把握及び情報提供 

⑶ 管理職への給与等事務に係る意識啓発及び事務担当者の給与実務における資質向上 

 

３ 実施主体 

 埼玉県教育局教育総務部教職員課 

 

４ 訪問対象校の選定方針 

⑴ 県内の市町村を４つのグループに分け、各グループについて少なくとも４年に１回訪問する。 

 訪問方法は、各学校を直接訪問する方法（＝個別訪問）と複数の学校を同時に行う方式（＝集

合形式）とする。なお、個別訪問又は集合形式の別は、年度当初に市町村教育委員会へ照会し決

定するものとする。 

⑵ 新規採用事務職員配置校及び初めて埼玉県において臨時的任用職員又は任期付職員として任

用された事務職員（教職員課の「臨時的任用職員等の新規採用等事務職員研修会」に出席してい

ない者を含む）の配置校は、原則として個別訪問とする。 

⑶ その他、市町村教育委員会から訪問の要請がある等、教職員課が特に訪問の必要があると認

めた学校については、⑴、⑵に関わらず個別訪問を行うものとする。 

 

５ 訪問の概要 

⑴ 訪問期間 

 概ね６月から翌年２月の間とする（ただし給与支給日及び閉庁日等を除く）。 

⑵ 訪問日程 

 別途、教職員課から対象市町村教育委員会及び対象校へ通知する。 

⑶ 所要時間 

個別訪問の場合 １校 １時間３０分程度（新規採用事務職員等配置校の場合） 

 集合形式の場合 ４～８校程度 ２時間～３時間程度 



 

 

⑷ 進め方 

  別途、教職員課から通知する。 

⑸ 訪問職員 

 教職員課職員  計２～５名程度。 

⑹ 準備を要する資料等 

ア 別途教職員課から事前に配付される以下の書類（訪問実施前に確認を終えたもの） 

（ア）給与事務チェックリスト 

（イ）教育業務連絡指導手当チェックリスト 

（ウ）学校訪問事前記入シート 

 イ 訪問年度及びその前２年度の間における以下の諸表簿 

 学校要覧（学級数等が確認できるもの）、出勤簿、学校日誌、職務専念義務免除願綴、休暇

願綴、休日・時間外勤務命令簿、旅行命令簿、休暇届簿、研修承認願綴、育児休業承認請求書

綴、給与支払簿、電算報告書等学校控、特別支援学級担当（解任）に係る給料の調整額支給調

書、通勤届、住居届、住居手当認定簿、扶養親族届、扶養手当認定簿、児童手当認定請求書、

現況届、受給者台帳、教員特殊勤務手当実績簿、資金前渡口座の通帳等 

 ※ 集合形式で実施する学校においては、訪問年度における給与支払簿、通勤届、住居届、住

居手当認定簿、扶養親族届、扶養手当認定簿、児童手当認定請求書、現況届、受給者台帳、

休日・時間外勤務命令簿、教員特殊勤務手当実績簿及び別途教職員課から依頼した書類とす

る。 

 

６ 訪問後の対応 

 訪問した教職員課職員は、訪問終了時に、書類確認の結果を記した報告書を対象校へ手渡すも

のとする。 

 なお、訪問の結果、事務処理の内容の詳細を確認する必要がある場合は、学校へ報告書の作成

を依頼する場合がある。 

 また、当該報告書は、必要に応じて市町村教育委員会へ情報提供する場合がある。 

 

７ 学校訪問の総括と周知 

 年度末において、各校の訪問結果を集計、検証し、給与事務に関して工夫された取組及び誤り

の多い事例等を学校へ周知し、２（２）の目的達成に資するよう努めるものとする。 

 

８ その他 

・ 訪問校において、決定した日程での対応が困難な場合には、教職員課と該当校の間で日程の

調整を行う。 

・ 訪問日は原則、教職員課職員と校長（管理職）、事務職員のみの対応とする。 

・ 集合形式により実施する場合は、市町村教育委員会と協議の上、実施する。 



 

 

 

(参考) 令和７年度～令和１０年度教職員課訪問実施計画 

 

令和７年度訪問予定市町村 合計２７２校 

南部地区：北本市、上尾市、桶川市、伊奈町（計６２校） 

西部地区：狭山市、飯能市、日高市、越生町、毛呂山町、入間市、川越市（計９１校） 

北部地区：熊谷市（計４２校） 

東部地区：春日部市、白岡市、宮代町、杉戸町、松伏町、吉川市、行田市（計７７校） 

 

令和８年度訪問予定市町村 合計２７３校 

南部地区：蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、新座市、和光市（計９０校） 

西部地区：東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、鳩山町、川島町、吉見町、

東秩父村（計５７校） 

北部地区：美里町、深谷市、寄居町（計４２校） 

東部地区：越谷市、八潮市、三郷市（計８４校） 

 

令和９年度訪問予定市町村 合計２３３校 

南部地区：草加市、鴻巣市（計５７校） 

西部地区：所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町（計９２校） 

北部地区：秩父市、横瀬町、小鹿野町（計２８校） 

東部地区：蓮田市、久喜市、幸手市（計５６校） 

 

令和１０年度訪問予定市町村 合計２６４校 

南部地区：川口市（計７９校） 

西部地区：川越市、坂戸市、鶴ヶ島市（計８７校） 

北部地区：皆野町、長瀞町、本庄市、上里町、神川町（計３４校） 

東部地区：行田市、加須市、羽生市（計６４校） 



 

 

集合形式による学校訪問の実施の流れ等について 

 集合形式により学校訪問を実施する場合には、複数の学校の書類を一つの会場へ持参いただき、教

職員課の職員が複数校の書類を同時に確認します（ただし、新規採用事務職員等の配置校について

は、個別訪問形式での実施とします）。 

 また、その場合は、書類確認と並行して、事務職員に対し、給与実務に係る研修を実施します。 

 なお、同一市町村内において集合形式により学校訪問が実施される場合は、対象校以外の学校から

研修のみ参加いただくことも可能です。 

１ 当日の流れ 

⑴ １日を午前、午後に分け、各コマにつき４～８校程度の書類を同時に確認（教職員課職員） 

 ・ 出席は原則事務職員のみとする。校長については後述⑷を参照のこと 

 ・ 持参する書類は、事務職員の負担軽減の観点から、原則、通勤手当、住居手当、扶養手当、

児童手当、勤務実績に係る手当（教育業務連絡指導手当・時間外勤務手当・教員特殊業務手

当）に係る書類及び給与支払簿のみとする 

・ １コマあたり２～３時間程度 

・ 集合形式により学校訪問を実施する場合は、原則共同実施のグループ単位で実施するものと

する。 

⑵ 事務職員は給与等の実務に係る研修に参加（書類確認を行う職員とは別の職員が講義を担当） 

⑶ 事務職員は書類確認結果についての報告書を教職員課職員から受領 

⑷ 校長は、後日事務職員から書類確認の結果を報告書にて確認するとともに、動画視聴等で、給

与事務に係る講義を受講する（２０～３０分程度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】訪問日当日の流れ（集合形式） 

事務職員 教職員課職員 

給与実務に係る研修を受講 

（１時間半～２時間半程度） 

※教職員課の書類確認と並行 

給与関係書類の確認 

（４～８校程度の書類を確認） 

※事務職員の研修と並行 

・書類確認結果に係る報告書受け渡し 

・給与事務等に係る相談会 

 （１０～２０分程度） 

同時 

並行 



 

 

２ 実施までの流れ 

⑴ 集合実施の可否について、教職員課から関係各市町村教育委員会宛て照会する 

⑵ 集合実施が可能な場合、教職員課から市町村教育委員会宛て実施日及び会場使用に係る調査を

行う 

⑶ 市町村教育委員会は、⑵により送付された調査様式により回答する（必要に応じ、管内学校と

協議する） 

⑷ 教職員課は、⑶の回答をもとに実施日時及び会場を決定し、市町村教育委員会宛て通知する 

⑸ 市町村教育委員会は、⑷で教職員課から送付された学校長宛て通知について各校へ転送する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ※グループ分けについて希望がある場合は、⑥の調査票へ市町村教育委員会が付記する 

３ 年間計画 

 年間の訪問対象校を以下のとおり分類し、原則として、Ａ⇒Ｂ⇒Ｃの順で訪問を実施します。 

 

  Ａ：新規採用事務職員及び新規採用臨時的任用職員等配置校 

  Ｂ：集合形式での実施が可能な学校 

  Ｃ：Ａ、Ｂ以外の学校（集合形式での実施ができない市町村が所管する学校等） 

教職員課 

市町村教育委員会 

Ａ学校 Ｂ学校 

Ｃ学校 Ｄ学校 

グループ１ 

Ｅ学校 Ｆ学校 

Ｇ学校 Ｈ学校 

グループ２ 

①集合形式の 

 実施可否調査 

 

④日時等について協議  

⑥日時等通知 

⑦日時等通知転送 

②回答 
③日程・会場 

 調査 
⑤回答 

【参考】実施までの流れ 


